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各市町村障害福祉主管課　御中
（指定都市、中核市を除く。）

神奈川県福祉子どもみらい局　
福祉部障害サービス課　

同行援護アセスメント調査票の一部改正について

標記について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係から別紙のとおり事務連絡がありました。
同行援護アセスメント調査票については、厚生労働大臣が定める基準（平成18年９月29日厚生労働省告示第543号）の別表第１に定められているところですが、このたび「厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」（令和元年12月27日厚生労働省告示第212号）が公布され、同表が令和２年４月１日から改正・適用されることとなりました。
これに伴い、現在、同行援護の支給決定を受けている視覚障害者のうち、改正前の「同行援護アセスメント調査票」の移動障害の欄に係る点数が１点以上で、かつ視野障害の欄に係る点数が１点以上（視力障害、夜盲が０点）である者については、改正後の「同行援護アセスメント調査票」により再調査を行う必要があります。
つきましては、該当者がいる場合には、更新の申請に当たり診断書の提出を求め確認するなどにより、遅くとも令和３年３月末日までに必要な対応をされるようお願いします。
なお、身体障害者手帳申請時の診断書・意見書等により改正後の基準に該当すると認められる場合には、再調査を省略することができます。
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